
一定の要件を満たす方に対する

住まいの確保を目的とした給付金です。

仕事を辞めたことなどで収入が減少し、家賃の支

払いにお悩みの方に、再就職に向けた活動※を行

うことなどを要件として、家賃額を補助します。

住居確保給付金は生活困窮者自立支援法に基づく給付金です。

支給要件などの詳細は裏面をご確認ください。

住居確保給付金
のご案内

※自営業の方は経営の改善に向けた

活動のサポートになる場合があります。

収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する

必要がある方に、家計改善の支援において、転居

によって家計が改善すると認められることなどを

要件として、転居費用を補助します。

就職活動を支えるための

家賃の補助

家計の立て直しのための

転居費用の補助



お問い合わせ先 お住まいの地域の相談窓口にご相談ください。月～金曜日 8：30～17：15 ※土日祝、年末年始は休

対象となる方

支給の要件

支給額・支給期間

支給の要件

支給額・支給対象

対象となる方

家賃額を支給します（上限があります）。 支給期

間は原則３か月です（最長９か月）。

原則として住宅の貸主等の口座に自治体が直接

振込みます。

主に以下の要件を満たす必要があります。

○収入と資産が以下①と②に当てはまること。

①収入が、基準額（※１）＋家賃額（※２）より少ない
※１ 群馬県内町村の場合：単身世帯7.8万円、

             2人世帯11.5万円、3人世帯・・・

 ※２ 限度額あり

②資産（預貯金・手持ち金）の合計が、基準額の

   ６倍（その額が100万円を超える場合は

   100万円）以下（※）
   ※群馬県内町村の場合：単身世帯46.8万円、

      2人世帯69万円、3人世帯・・・

○ハローワークなどに申し込んで、求職活動を行

うこと。 （自営業の方などは、経営の改善に取

り組むことで可となる場合もあります）

①仕事を辞めてから／事業を廃止して

から２年以内の方

②自分の責任や都合ではない理由で

休業などになって、収入が減った方

お住まいを失った方、または家賃を支払えなくな

りそうな方で、①または②に当てはまる方です。

〇収入と資産の要件は左記の家賃の補助と

同様。

〇家計改善の支援において転居によって家計が

改善することが認められること。

収入が大きく減少し、お住まいを失った方、また

は家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善

のために、家賃が安い住宅に転居する必要があ

る方です。

転居に要する費用を支給します。ただし上限や

補助対象外（敷金・前家賃等）となる経費もあり

ます。

対象者の例

○配偶者が亡くなり世帯の収入が減少した方

○病気で離職し働いて収入が増やせない方

※転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体

   が改善すれば対象になる可能性があります（転居先

   の方が通院先に近くて交通費が安くなるなど）。

家賃の補助 転居費用の補助

主に以下の要件を満たす必要があります。

各自治体で生活困窮者
自立支援制度担当部局
の情報等を記入の上、
ご活用ください。

各自治体で収入・資産
要件の基準額を記入の
上、ご活用ください。

各自治体で基準額の６
倍の額を記入の上、ご
活用ください。

（榛東村・吉岡町） 吉岡町社会福祉協議会 TEL.0279-25-7790
（上野村・神流町） 上野村社会福祉協議会 TEL.0274-59-2592
（下仁田町・南牧村・甘楽町） 甘楽町社会福祉協議会 TEL.0274-74-5700
（長野原町・嬬恋村・草津町） 嬬恋村社会福祉協議会 TEL.0279-96-1611
（中之条町・高山村・東吾妻町） 東吾妻町社会福祉協議会 TEL.0279-68-2772
（片品村・川場村・昭和村・みなかみ町）みなかみ町社会福祉協議会 TEL.0278-62-0081
（玉村町） 玉村町社会福祉協議会 TEL.0270-65-8864 
（板倉町・明和町・邑楽町） 明和町社会福祉協議会 TEL.0276-84-4013 
（千代田町・大泉町） 大泉町社会福祉協議会 TEL.0276-63-2294 
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